
令和５年度青森県保育士試験による資格取得支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、子ども・子育て支援新制度の円滑な実施及び子どもを安心して育てるこ

とができるような体制整備を目的とし、別記の施設等（以下「対象施設等」という。）

における保育教諭等の人材を確保するため、「保育人材確保事業の実施について」

（平成２９年４月１７日付け雇児発０４１７第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知）の別添１「保育士資格取得支援事業実施要綱」のⅡ「保育士試験による

資格取得支援事業」に基づき、対象施設等で保育士として勤務することが決定した

者（中核市在住の者を除く。）に対し、令和５年４月以降実施の保育士試験受験の

ための学習に要した経費について、令和５年度予算の範囲内において、青森県保育

士試験による資格取得支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するも

のとし、その交付については青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４５年３月

青森県規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定

めるところによる。 

 

（補助対象経費及び補助金の額等） 

第２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、対象施

設等で保育士として勤務することが決定した者（中核市在住の者を除く。）が、令

和５年４月以降実施の保育士試験受験のための学習に要した経費のうち、保育士試

験受験講座（通信制、昼間・昼夜開講制、夜間・昼間定時制）の受講に必要な入学

料（講座実施事業者における受講の開始に際し、当該講座実施事業者に納付する入

学料又は登録料）、受講料（面接授業料、教科書代及び教材費（受講に必要なソフ

トウェア等補助教材費を含む。））及びこれらの経費の消費税とする。ただし、保

育士試験の筆記試験日から起算して２年前の日の属する月の１日までに支払ったも

のに限り、補助金の申請は１名につき１度までとする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の総額と、保育士試験受験のための学習

に要した経費の総額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方

の額に２分の１を乗じて得た額（算出された額に１，０００円未満の端数が生じた

場合には、これを切り捨てた額）とし、１５０，０００円を上限とする。なお、雇

用保険制度の教育訓練給付等、本補助金と同趣旨の助成等を受けている場合は、本

補助金の対象としない。 

 

（申請書等） 

第３ 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければならな

い書類は、次のとおりとする。 

（１）所要額内訳表（第２号様式） 

（２）完了報告書（第３号様式） 

 （３）対象施設等への勤務が決定したことを確認できる書類 



（４）補助対象経費の領収書 

（５）保育士証の写し 

（６）その他知事が必要と認める書類 

３ 申請書は、対象施設に勤務を開始した日の属する月の月末までに提出すること。

やむを得ない理由により当該期日までに提出できない場合は、その旨の理由書を添

付すること。 

 

（補助金の交付の条件） 

第４ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条

の規定により付された条件となるものとする。 

（１）対象施設等での勤務ができなくなった場合において、速やかにその旨を知事

に報告してその指示を受けること。 

（２）保育士試験受験のための学習に要した経費の収支、その他対象施設等での勤

務に関する帳簿、証拠書類等を備え付け、これを令和６年４月１日から起算し

て５年間保管しておくこと。 

（３）（２）の帳簿、証拠書類等を検査する場合又は保育士試験受験のための

学習、対象施設等での勤務状況等について報告を命じた場合においてこれ

に応ずること。 

 

（申請の取下げの期日） 

第５ 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金

の交付の決定の通知を受けた日から起算して１４日を経過した日とする。 

 

（補助金の交付方法） 

第６ 補助金は、第８の補助金の請求があった場合、速やかに交付する。 

 

（実績報告） 

第７ 規則第１２条の規定による報告は、第３の申請書等の提出をもって報告があっ

たものとみなす。 

 

（補助金の請求） 

第８ 補助金の請求は、規則第１３条の規定による補助金の額の通知を受けた後、速

やかに令和５年度青森県保育士試験による資格取得支援事業費補助金請求書（第４

号様式）を知事に提出して行うものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年１月１０日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

  



 

別記 

ア 保育所 

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７

７号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する認定こども園 

ウ 認定こども園への移行を予定している幼稚園 

エ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業のうち、

「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」（平成２６年厚生労働省令第６１号）第３章第

２節に規定する小規模保育事業Ａ型及び同章第３節に規定する小規模保育事業Ｂ型であって、児童

福祉法第３４条の１５第２項の認可を受けたもの 

オ 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業であって、児童福祉法第３４条の１

５第２項の認可を受けたもの 

カ 乳児院 

キ 児童養護施設 

ク 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（平成１７年１月２１日付

け雇児発第０１２１００２号雇用均等・児童家庭局長通知）による認可外保育施設指導監督基準を

満たす旨の証明書（以下「証明書」という。）の交付を受けた認可外保育施設 

ケ 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、証明書の内容を同等以上満たしていると実

施主体が認める施設 

 

※ いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。 

 

 


